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※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。

津市選挙管理委員会告示

選挙権を有する者の総数の５０分の１の数及び６分の１の数並びに３分の１の数



 

津市建築基準法施行取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  令和６年３月１２日 
 
                      津市長 前 葉 泰 幸   
 
津市規則第２号 
   津市建築基準法施行取扱規則の一部を改正する規則 

津市建築基準法施行取扱規則（平成１８年津市規則第１９９号）の一部を次

のように改正する。 
第１０条第１項の表政令第１６条第３項第１号に掲げる昇降機の項中「設置

者が」の次に「前回の報告をした日（初回の報告にあっては、」を加え、「受

けた日」を「受けた日）」に改め、「前月の初日から」を削り、同条第２項を

削り、同条第３項を同条第２項とする。 
 第１０条の２第１項中「築造主が」の次に「前回の報告をした日（初回の報

告にあっては、」を加え、「受けた日」を「受けた日）」に改め、「前月の初

日から」を削り、同条第２項を削り、同条第３項を同条第２項とする。 
第１８条第１項の表に次のように加える。 
政令第１３７条の１２第６項若しく

は第７項又は政令第１３７条の１６

第２号の規定による認定 

省令第１条の３第１項の表１の

（い）項に規定する付近見取図、

配置図及び各階平面図並びに同表

（ろ）項に規定する２面以上の立

面図及び２面以上の断面図 
附 則  

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



津市告示第３５号  

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第７条の３

第１項第２号及び第６項の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定す

るので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第４条の１１の

規定に基づき次のとおり告示する。 

なお、この告示の規定は、法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定によ

る確認の申請に係る建築物（平成１８年１月１日以後に当該確認の申請をした

ものに限る。）について適用する。ただし、３の項⑵の規定については、法第

６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認の申請に係る建築物（令和

３年７月１日以後に当該確認の申請をしたものに限る。）について適用する。 

  令和６年３月１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 中間検査を行う区域  

  本市の区域全域  

２ 中間検査を行う期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

３ 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模  

 ⑴ 新築（改築を含む。）の建築物で、法第２７条第１項第１号、第２号  

（法別表第１⑵項から⑷項までに係る部分を除く。）又は第３号に該当す 

るもの  

⑵ 新築（改築を含む。）の建築物で、一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、

下宿及び寄宿舎の用途に供する部分（居室を有するものに限る。）の床面

積の合計が５０平方メートルを超えるもの又は一戸建ての住宅、長屋、共

同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分（居室を有するものに限る。）

が２階以上の階にあるもの 

４ 指定する特定工程及び特定工程後の工程  

  次の表のとおりとする。 

なお、特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事

の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が２以上ある場合又は１の

建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又 

は工区の工事（中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含むものに限る。） 



の工程に係るものとする。 

また、附属建築物（居室を有するものに限る。）のみが中間検査の対象と

なる場合の特定工程及び特定工程後の工程については、当該附属建築物の工

事の工程に係るものとする。 

 主要な構造  特定工程  特定工程後の工程  
 

⑴ 

 

 

 

鉄骨造 

 

 

鉄骨造の部分において、 構造耐力上主要な部分の 

初めて工事を施工する階

の建方工事  

鉄骨を覆う耐火被覆を設

ける工事、外装工事（屋

根ふき工事を除く。）及

び内装工事  

⑵  
鉄筋コンクリー

ト造  

階数が１の場合は屋根版

の配筋工事、階数が２以

上の場合は主要な構造の

部分において、初めて工

事を施工する階の直上の

階の主要構造部である床

版の配筋（プレキャスト

コンクリート版にあって

は、接合部）工事  

特定工程の配筋（プレキ

ャストコンクリート版に

あっては、接合部）を覆

うコンクリートを打設す

る工事  

⑶  
鉄骨鉄筋コンク

リート造  

鉄骨造の部分において、

初めて工事を施工する階

の建方工事  

構造耐力上主要な部分の

鉄骨を覆うコンクリート

を打設する工事  

⑷  木造  

屋根工事及び構造耐力上

主要な軸組工事（枠組壁

工法及びプレハブ工法に

あっては屋根工事及び耐

力壁の工事）  

壁の外装工事及び内装工

事並びに小屋組及び構造

耐力上主要な軸組（枠組

壁工法及びプレハブ工法

にあっては小屋組及び耐

力壁）を覆う工事  

(注)１ ２以上の構造を併設している場合は、エキスパンションジョイント

等により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途及び

規模の部分を含む部分の構造を主要な構造とみなす。 

 また、構造上一体となる場合には、初めて特定工程に係る工事を終

えた部分の構造を主要な構造とみなす。 



  ２ 階数が３以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工され

る等の理由により、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根

工事までの工事工程が連続的に行われる場合以外の場合については、

上の表⑴欄（鉄骨造）の規定を準用する。 

  ３ 主要な構造が上の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似す

る構造の欄の規定を適用する。  

５ 適用の除外  

  次に掲げる建築物については、この告示の規定は適用しない。 

 ⑴ 法第７条の３第１項第１号に規定する工程を含む建築物 

 ⑵ 法第１８条の適用を受ける建築物 

 ⑶ 法第６８条の２０第１項に規定する認証型式部材等である建築物 

⑷ 法第８５条第６項又は第７項の許可を受けた建築物（一戸建ての住宅、

長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分（居室を有するもの

に限る。）を有し、階数が２以下の建築物に限る。） 

 ⑸ 平成１４年国土交通省告示第４１１号に規定する丸太組構法を用いた建

築物 

 ⑹ 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号。以下

「品確法」という。）第６条第３項の規定による建設住宅性能評価書の交

付を受ける予定の建築物で、法第７条の３第１項第２号に規定する工程に

相当する箇所の工事完了時に、品確法第５条第１項に規定する登録住宅性

能評価機関が検査を行い、同法第３条の２第１項に規定する評価方法基準

に適合することが同機関から交付される検査報告書により確認できる建築

物 

   附 則 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 法第７条の３第１項第２号及び第６項の規定により特定工程及び特定工程 

後の工程を指定する告示（令和４年６月１０日津市告示第１８２号）は、廃 

止する。 



津市告示第３６号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定

居宅介護支援事業者を次のとおり指定したので、同法第８５条の規定により告

示する。 

令和６年３月１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 事業者の名称 

  株式会社Ｋ＆Ｋファミリー 

２ 事業所の名称 

  居宅介護支援事業所ハート３ 

３ 事業所の所在地 

  津市一志町田尻１０７番地 

４ 指定年月日 

令和６年４月１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 



津市告示第３７号 

令和６年度労働報酬下限額を定めたので、津市公契約条例（平成２９年津市

条例第２２号）第６条の２第３項の規定により告示する。 

令和６年３月６日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

令和６年度労働報酬下限額 １，０４７円 



津市告示第３８号  

都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による基準の適合性を審査する機

関、同基準又はこれと同等の基準に適合するものとする方法及び簡易な評価方

法の指定を次のように定め、令和６年４月１日から施行する。  

なお、令和５年津市告示第４１号は廃止する。  

  令和６年３月７日  

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号。以下「法」

という。）第５４条第１項各号に掲げる基準（以下「認定基準」という。）の

適合性を審査する機関を第１に、津市手数料徴収条例（平成１８年津市条例第

７３号）別表第１４に規定する認定基準又は認定基準と同等の基準に適合する

ものとする方法を第２に、同条例別表第１４に規定する法第５４条第１項第１

号の規定により定められた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法を第

３に定める。  

第１ 認定基準の適合性を審査する機関は、次に掲げる機関とする。 

１ 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号。以下

「品確法」という。）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関（以

下単に「登録住宅性能評価機関」という。） 

２ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第

５３号）第１５条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機

関（以下単に「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。） 

３ 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性

能表示制度（以下単に「ＢＥＬＳ」という。）に基づく、建築物に係るエ 

ネルギー消費性能の評価を実施する機関（以下単に「評価機関」という。） 

第２ 認定基準又は認定基準と同等の基準に適合するものとする方法は、次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書面の交付を受けたものとす

る。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物の住宅の用途に供す

る部分のみを評価する場合 次のいずれかに該当する書面 

⑴ 登録住宅性能評価機関が、認定基準に適合するものとして交付する適

合証 



⑵ 登録住宅性能評価機関が交付する、品確法第６条第１項に規定する設

計住宅性能評価書（法第５４条第１項第１号に基づく基準に適合した等

級の評価を受けたものに限る。） 

⑶ 評価機関が交付するＢＥＬＳに基づく評価書（法第５４条第１項第１

号に基づく基準に適合した評価を受けたものに限る。） 

２ １以外の場合 次のいずれかに該当する書面。ただし、複合建築物の全

体が評価対象の場合については⑶又は⑷とする。 

⑴ 登録住宅性能評価機関が、認定基準に適合するものとして交付する適

合証 

⑵ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、認定基準に適合するもの

として交付する適合証 

⑶ 登録住宅性能評価機関であり、かつ、登録建築物エネルギー消費性能

判定機関である機関が、認定基準に適合するものとして交付する適合証 

⑷ 評価機関が交付するＢＥＬＳに基づく評価書（法第５４条第１項第１

号に基づく基準に適合した評価を受けたものに限る。） 

第３ 簡易な評価方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める

評価方法とする。 

１ 共同住宅等（共用部分がないものに限る。）又は複合建築物の共同住宅

等の部分（共用部分がないものに限る。）が評価対象の場合 建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年１月２９日経済産業省

令・国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）第１０条第１項第

２号イ⑵及びロ⑵の規定に基づく評価方法 

２ 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分が評価対象の場合 基準省令

第１０条第１項第１号イ⑵及びロ⑵の規定に基づく評価方法 



津市告示第３９号 

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書、充当通知書、令和４年度及び令

和５年度国民健康保険料督促状は、住所居所不明のため送達することができな

いので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用

する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送

達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和６年３月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇 

〇〇〇 〇 差押調書（謄本）、配

当計算書、充当通知書、

令和４年度及び令和５

年度国民健康保険料督

促状 

 



津市告示第４０号 

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書及び充当通知書は、住所居所不明

のため送達することができないので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９

２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和６年３月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 

〇 〇〇 差押調書（謄本）、配

当計算書及び充当通知

書 

 



津市告示第４１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１５年１２月１１日付けで認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  令和６年３月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

 届出者 

 安濃区自治会 

※ 代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地の変更 



津市告示第４２号 

 下記の者の国民健康保険差押調書謄本、配当計算書及び充当通知書は、住所

居所不明のため送達することができないので、国民健康保険法（昭和３３年法

律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和６年３月１１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇 

〇〇〇〇〇〇〇 〇〇

〇〇〇〇 〇〇〇〇〇

〇 〇〇〇〇〇〇 

差押調書謄本、配当計

算書謄本及び充当通知

書 

 



津市告示第４３号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規定に基づき、

令和６年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供するので、

同条第３項の規定により、縦覧の場所及び期間を次のとおり告示する。 

  令和６年３月１２日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 縦覧場所 

縦覧場所 縦覧できる地域 

政策財務部資産税課 
津市全域 

政策財務部資産税課分室 

河芸総合支所市民福祉課 河芸地域 

芸濃総合支所市民福祉課 芸濃地域 

美里総合支所市民福祉課 美里地域 

安濃総合支所市民福祉課 安濃地域 

香良洲総合支所市民福祉課 香良洲地域 

一志総合支所市民福祉課 一志地域 

白山総合支所市民福祉課 白山地域 

美杉総合支所市民福祉課 美杉地域 

２ 縦覧期間  

令和６年４月１日から同年５月３１日まで。ただし、日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除

く。 



津市告示第４４号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項、第１３条第２項及び第１４条に基づき撤去し、保管している

自転車について、同条例第１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 令和６年３月１２日 

 

            津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日     

ポルタひさい公共自転車等駐車場 ４ 令和６年２月１３日 

本町地内 １ 令和６年２月２０日 

大門地内 １ 令和６年２月２７日 

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



  

津市告示第４５号  

下記の国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。      

令和６年３月１２日  

 

津市長 前 葉 泰 幸   

     

記  

国民健康保険被保険者証  

記号番号  交付年月日  無効となった日  

９９４２７７  令和５年１０月１日  令和６年２月８日  

 



津市告示第４６号 

 下記の者の国民健康保険料滞納処分停止通知書は、住所居所不明のため送達

することができないので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７

８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和６年３月１４日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇 

 

国民健康保険料滞納処

分停止通知書 

 



津市告示第４７号 

 下記の者の国民健康保険料滞納処分停止通知書は、住所居所不明のため送達

することができないので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７

８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和６年３月１４日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 国民健康保険料滞納処

分停止通知書 

 



津市告示第４８号 

津市自動車臨時運行許可に関する事務取扱規則（平成１８年津市規則第３９

号）第７条の規定に基づき、失効した番号標について次のとおり告示する。 

  令和６年３月１５日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

自動車臨時運行許可番号標 

三重 ２０－２０ 津 

三重 ２０－５２ 津 

三重 ２０－６０ 津 



津市告示第４９号 

 下記の者の市民税県民税督促状は、住所及び居所が明らかでなく送達するこ 

とができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規 

定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和６年３月１５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇 

〇〇 〇〇〇 令和３年度市民税県民

税督促状第４期及び令

和４年度市民税県民税

督促状第４期 

 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものとみなす。 



津市公告第２３号 

 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第８８条第２項の規定により、

津都市計画事業津駅前北部土地区画整理事業の換地計画を公衆の縦覧に供しま

すので、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第５５条の２にお

いて準用する同令第３条の規定により、次のとおり公告します。 

  令和６年３月５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 縦覧期間 

令和６年３月１１日から同月２４日まで 

２ 縦覧時間 

  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

３ 縦覧場所 

  津市上浜町一丁目３９番地２ 

  津市都市計画部津駅前北部土地区画整理事務所 

 



津市公告第２４号 
 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）

附則第５条の規定により、同法による改正前の農業経営基盤強化促進法（昭和

５５年法律第６５号）第１８条第１項に基づき、津市農用地利用集積計画を定

めましたので、同法第１９条の規定により公告します。 
  令和６年３月８日 
 

津市長 前 葉 泰 幸   



津市公告第２５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  令和６年３月８日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  令和６年３月５日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

 津市河芸町一色字石橋１０番１の一部ほか５筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市郡山町６６３番１２８８ 

  松尾 浩司 

 

 



津市公告第２６号 

 三重県津保健所長から動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第

１０５号）第３５条第３項の規定に基づく負傷動物の引取りについて通知があ

りましたので公告します。 

  令和６年３月１１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 負傷動物の特徴 

収容日 保護した

場所 

動物種及び

種類 

毛色等 性別 体格 年齢 その他 

令和５

年３月

７日 

津市芸濃

町椋本 

猫（雑種） 三毛 

短 

メス 中 ９１日

以上 

左耳カ

ットあ

り 

２ 収容期間 令和６年３月１３日まで 

３ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話番号０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所衛生指導課 

        電話番号０５９－２２３－５１１２ 



津市公告第２７号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号に規定する

道路の位置の廃止を承認したので、津市建築基準法施行取扱規則（平成１８年

津市規則第１９９号）第１３条第４項の規定により次のとおり公告します。 

  令和６年３月１３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

 指定道路 

１ 幅員 ４．５メートル 

２ 延長 １２０．０メートル 

３ 地名地番 津市河芸町上野字藤ノ木８５０番１、８５１番１、８５２番１

及び８５３番１ 



津市公告第２８号 
 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１９条第１項に規定

する地域計画を定めますので、同条第７項の規定により公告し、当該地域計画

の案を次のとおり縦覧に供します。 
 なお、当該地域計画の案の記載事項について利害関係を有する者は、当該縦

覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、意見書を提出することが

できます。 
  令和６年３月１４日   
 

津市長 前 葉 泰 幸   
 
１ 地域計画の案の縦覧期間及び時間 
  期間 令和６年３月１４日から令和６年３月２７日まで（土曜日、日曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日を除きます。） 
  時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 
２ 地域計画の案の縦覧場所及び意見書の提出先 
  津市農林水産部農林水産政策課（津市本庁舎６階） 
  〒５１４－８６１１ 
  津市西丸之内２３番１号 
  ＦＡＸ番号 ０５９－２２９－３１６８ 
  Ｅ－ｍａｉｌ 229-3171@city.tsu.lg.jp 
３ 意見書の提出方法及び提出に当たっての留意事項 
  意見は、書面（津市の定める様式）によるものとし、直接持参又は郵送す

るか、ファクシミリ又は電子メールにより送付してください。 
  当該書面に住所、氏名及び電話番号（法人にあっては、その名称、代表者 

氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号）を記載してください。 

mailto:229-3171@city.tsu.lg.jp


津市上下水道事業告示第２号 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第６項において準用する同法第

４条第１項の規定により、津市単独公共下水道（椋本処理区）事業計画を変更

したいので、下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第３条の規定によ

り、次のとおり事業計画の変更の案を告示し、公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該事業計画の変更の案については、縦覧期間満了の日までに、津市

に意見を提出することができる。 

  令和６年３月１日 

 

              津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己 

 

１ 下水道事業の種類及び名称 

津市単独公共下水道（椋本処理区） 

２ 事業の期間 

  平成１３年１０月５日から令和１３年３月３１日まで 

３ 縦覧場所 

  津市殿村５番地 

  津市上下水道事業局下水道工務課 

４ 縦覧期間 

  令和６年３月１日（金）から同年３月１５日（金）まで。ただし、日曜日、

土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す 

る休日を除く。 

５ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市上下水道事業告示第３号 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第６項において準用する同法第

４条第１項の規定により、津市単独公共下水道（中央処理区）事業計画を変更

したいので、下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第３条の規定によ

り、次のとおり事業計画の変更の案を告示し、公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該事業計画の変更の案については、縦覧期間満了の日までに、津市

に意見を提出することができる。 

  令和６年３月１日 

 

              津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己 

 

１ 下水道事業の種類及び名称 

津市単独公共下水道（中央処理区） 

２ 事業の期間 

  昭和４３年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

３ 縦覧場所 

  津市殿村５番地 

  津市上下水道事業局下水道工務課 

４ 縦覧期間 

  令和６年３月１日（金）から同年３月１５日（金）まで。ただし、日曜日、

土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す 

る休日を除く。 

５ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市上下水道事業告示第４号 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第６項において準用する同法第

４条第１項の規定により、津市単独公共下水道（浜田処理区）事業計画を変更

したいので、下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第３条の規定によ

り、次のとおり事業計画の変更の案を告示し、公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該事業計画の変更の案については、縦覧期間満了の日までに、津市

に意見を提出することができる。 

  令和６年３月１日 

 

              津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己 

 

１ 下水道事業の種類及び名称 

津市単独公共下水道（浜田処理区） 

２ 事業の期間 

  平成５年１２月１７日から平成８年３月３１日まで 

３ 縦覧場所 

  津市殿村５番地 

  津市上下水道事業局下水道工務課 

４ 縦覧期間 

  令和６年３月１日（金）から同年３月１５日（金）まで。ただし、日曜日、

土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す 

る休日を除く。 

５ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

 



津市上下水道事業告示第５号 

 公共下水道の供用を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第

９条第１項の規定により次のとおり告示し、一般の縦覧に供する。 

  令和６年３月１３日 

 

津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

１ 供用及び処理を開始する年月日 

  令和６年３月３１日 

２ 下水を排除及び処理する区域 

⑴ 流域関連津市公共下水道（志登茂川処理区） 

白塚町の一部、一身田豊野の一部、栄町二丁目の一部、羽所町の一部、

広明町の一部、大谷町の一部、上浜町六丁目の一部、鳥居町の一部、観音

寺町の一部、渋見町の一部、河芸町上野の一部及び河芸町西千里の一部 

⑵ 流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区） 

上弁財町津興の一部、三重町津興の一部、藤方の一部及び垂水の一部 

⑶ 流域関連津市公共下水道（松阪処理区） 

   一志町井関の一部、一志町庄村の一部及び一志町新沢田の一部 

３ 供用を開始する排水設備の位置 

  別図（供用開始区域図）のとおり 

４ 供用を開始する排水設備の合流式又は分流式の別 

  分流式 

５ 下水の処理を開始する公共下水道の終末処理場の位置及び名称 

⑴ 流域関連津市公共下水道（志登茂川処理区） 

 津市白塚町１５９２番地 

   志登茂川浄化センター 

⑵ 流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区） 

津市雲出鋼管町５２番地５ 

   雲出川左岸浄化センター 

⑶ 流域関連津市公共下水道（松阪処理区） 

   松阪市高須町３９２２番地 

   松阪浄化センター 

６ 縦覧場所 



津市殿村５番地 

  津市上下水道管理局営業課 

７ 縦覧期間 

  令和６年３月１５日から同月２９日まで（日曜日及び土曜日並びに国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。） 

８ 縦覧時間 

  午前８時３０分から午後５時１５分まで 















































津市教育委員会告示第３号 
 教育委員会を次のとおり招集する。 
  令和６年３月１１日 
 

  津市教育委員会教育長 森   昌 彦   
 
１ 招集の日時  

令和６年３月１８日（月） 午前１０時から 
２ 招集の場所  

津市教育委員会庁舎 ４階教育委員会室 
３ 会議の事件  

⑴ 津市立学校の管理に関する規則の一部の改正について 

⑵ 就学等に関する規則の一部の改正について 
⑶ 津市教育委員会公印規則及び津市立幼稚園則の一部の改正について 
⑷ 令和６年度津市学校運営協議会委員の任命について 
⑸ 津市教育委員会公印規則の一部の改正について 



津市選挙管理委員会告示第２号 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第

１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、

同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の総数

の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条

第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の

３分の１の数を次のとおり告示する。 
令和５年津市選挙管理委員会告示第１０４号は廃止する。 

令和６年３月１日 
 

津市選挙管理委員会 
委員長 磯 部 憲 夫   

 
１ ５０分の１の数  ４，４６２人 
２  ６分の１の数 ３７，１８４人 
３  ３分の１の数 ７４，３６７人 
 
 


